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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本筆記具工

業会（JWIMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正

すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格であ

る。これによって，JIS S 6049:2001 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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電動鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器 

Electric or manual pencil sharpeners 

 

1 適用範囲 

この規格は，木軸の鉛筆及び色鉛筆（以下，鉛筆という。）を削るときに用いる電動鉛筆削り機及び手動

鉛筆削り器（以下，電動鉛筆削り機・手動鉛筆削り器という。）について規定する。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 4003 電気絶縁－熱的耐久性評価及び呼び方 

JIS C 6950-1 情報技術機器－安全性－第 1 部：一般要求事項 

JIS C 61558-1 変圧器，リアクトル，電源装置及びこれらの組合せの安全性－第 1 部：通則及び試験 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8500 一次電池通則 

JIS C 8705 ポータブル機器用密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池（単電池及び組電池） 

JIS C 8708 ポータブル機器用密閉型ニッケル・水素蓄電池（単電池及び組電池） 

JIS C 8711 ポータブル機器用リチウム二次電池 

JIS S 6006 鉛筆，色鉛筆及びそれらに用いる芯 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

電動鉛筆削り機 

モータによってカッタを回転させ，鉛筆を削ることができる構造の鉛筆削り機 

注釈 1 乾電池式，充電式及び AC アダプタ式も含む。 


